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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について 

 

平成３０年５月１４日付け監査報告第１２号により提出のありました定期監

査の結果に関する報告書において、改善等を要する事項として指摘のありまし

た事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により通知します。 

  

  



定期監査の結果に基づき講じた改善措置 

 

 

市民サービス課 

市民サービス課について 

（１）郵送による戸籍謄本等の交付に係る手数料において、以下の事項が見受

けられた。下関市会計規則（以下「会計規則」という。）等に基づき、適

正に事務処理されたい。 

ア 収納した手数料の指定金融機関等への払込が、収納日の翌日までに行

われていなかった。なお、当該手数料は定額小為替により支払われるが、

お釣りが生じた場合、お釣り用の定額小為替の準備に時間を要するため、

担当課は収納日の翌々日に指定金融機関等への払込をしているとのこ

とであった。会計規則第２７条第６項では「規定により難い特別の事情

がある場合は、出納員はあらかじめ会計管理者と協議の上、別段の取扱

いをすることができる。」と規定されているので、必要であれば当該条

項の適用を検討されたい。 

 

改善措置状況 

ア 郵送請求における収納事務のためにつり銭準備金を増額することと

し、出納室から新たに 30,000円のつり銭準備金の交付を受け、増額分

を定額小為替と置き換えることで、定額小為替によるつり銭を保有す

ることとしました。平成３０年１０月１日収納分の手数料より、翌日

までの指定金融機関への払込を開始しており、以後適正に処理されて

いることを確認しました。 

 

イ 金銭出納帳へ記帳した日付が収納日ではなく、その翌日の日付で記帳

されていた。 

 

改善措置状況 

イ 平成３０年４月より、金銭出納帳への記載を収納日とし、以後、記  

載に誤りがないことを確認しました。 

 

 

 


